
平成 27年 (あ)第 6念 号

被告人 煙 石 博 殿

1平成 29年 21月 23諄

最高裁判所第二小織鷺

裁判所電爾紹野 山 目 勝

被告人 麓 石   博

事件名‐ 窃 盗

判 決 宣 警 期1目 通 知 警

本件の判決1宣警麟臓が次のとおり指定されたので:通知します
=

平成,9年 3月 10日午後 3時00分


